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衣替え移行期間

暑さ・寒さに適切に対応しよう その2

今年の暑さは異常でした…部活動や運動会など、さまざまな場面で猛暑への対策が求められ、皆さんも非

常に苦しい対応を求められた夏になりました。9月が終わるこの時期になってやっと涼しさを感じられるよ

うになりました。来週から10月になりますが、朝夕の気温も大分下がり、校内でも夏服を着用する生徒が

見られるようになりました。しかし、暑さ・寒さには個人差があり、一律に同じ対応では多くの人が快適に

過ごすことが難しくなっています。

そこで、冬服への衣替え移行期間を以下のように設定したいと思います。

衣替え移行期間は、制服（夏服、冬服のいずれか）を着用するものとします。【登校時～下校時】

・冬服着用時は、冬ネームを制服（タイプＡ・Ｂ）に縫い付けます。

・夏服着用時は、校内では夏ネームを正しくつけましょう。

・夏ネームを忘れたときは、朝のうちに担任の先生に申し出て、仮ネームを

つけてもらいましょう。

・冬期間（原則として10∼5月）は、ベスト、セーター、カーディガンを着

用しても構いません。

色は【黒・紺・白・灰】のみとします。袖や裾が制服からはみ出さないよ

うに着用します。

・他の人に合わせるのではなく、自分で暑さ･寒さを判断して着脱しましょう。

気温の高い日は、冷房を稼働する場合もあります。

半袖Ｔシャツ、ハーフパンツでの学校生活は終了します。

・【授業で運動着に着替えた後は、制服に着替えるかどうかは各自判断する】は継続します。

衣替え移行期間：10/2(月)～11/2(木)

11/6(月)からは冬服での登下校、冬服での学校生活となります。

※体調など、特別な事情がある場合には、先生方に相談してください。

めざす生徒像「品格のある生徒」とは…
ＴＰＯ（時・場所・機会）に応じた服装を心がけましょう。学校は公共の場ですから、だらしない格好が

認められる場所ではありません。集団生活には一定のルールが必要です。自分の好き勝手にすることで、集

団としての質を低くしては他の人に対して迷惑であり失礼です。また一生懸命頑張っている人が不利

益を被るようなことにはしたくありません。

自分の言葉や行動が（ＳＮＳでの発言や画像のアップも含みます）みんなにどんな影響を与えているか、

常に考えて行動する習慣を、ぜひ身に付けてほしいものです。


